
①当初決定（S51.9.27） ②第1回変更（S53.11.29） ③第2回変更（S55.2.25） ④第3回変更（S56.8.3） ⑤第4回変更（S58.2.28）

区域図

施行区
域面積 3.4ha(B1地区)、3.8ha(C1地区) 3.4ha(B1地区)、7.2ha(C1地区) 3.4ha(B1地区)、11.2ha(C1地区) 20.4ha 21.4ha

概要
地区が離れているため、個別の市
街地再開発事業として決定

C1地区の区域拡大として、D地区
(旭三西)、A1地区の一部(旭一北)を
編入

C1地区の区域拡大として、A1地区
の一部(旭町南・旭二東)を編入

B2地区(旭三東)の区域編入により
施行区域が連続するため、名称を
統一し、1つの市街地再開発事業
として決定

市立金塚小学校敷地を区域に編入
し、再開発事業に併せて敷地の整
形化を図る

⑥第5回変更（H元.3.3） ⑦第6回変更（H6.3.16） ⑧第7回変更（H14.5.31） ⑨第8回変更（H17.9.16）

凡例

区域図

施行区
域面積 22.4ha 28.0ha 28.0ha 28.0ha

概要

A1地区の尼崎平野線の一部・アポ
ロビル西(阿一西の一部)及び東門
地区を編入

A2地区(阿一西・阿二西)と親朗会
を編入

A2街区の「建築面積」及び「延床
面積」の変更

特殊街路、2箇所の自転車駐車場
の追加
A1・A2街区の「建築面積」「延床
面積」の変更及びC2街区の「延床
面積」の変更

阿倍野Ｃ１地区

第二種市街地再開発事業

旭一西

旭二西

阿三西

旭一北

阿倍野Ｂ１地区

第二種市街地再開発事業

阿三西

旭二西

旭三西

旭一西

旭一北

阿倍野Ｂ１地区

第二種市街地再開発事業

阿倍野Ｃ１地区

第二種市街地再開発事業

阿三西
旭三西

旭二東

旭一西

旭一北

旭町南

旭二西
阿倍野Ｂ１地区

第二種市街地再開発事業

阿倍野Ｃ１地区

第二種市街地再開発事業

旭一西

旭二西

旭一北

旭町南

旭三西

旭二東

旭三東
阿三西

阿倍野地区

第二種市街地再開発事業
旭一西

旭二西

旭一北

旭町南

旭三東

旭二東

旭三西

阿倍野地区

第二種市街地再開発事業

阿三西

市立金塚小学校

阿三西

旭一西

旭二西

旭一北

旭町南

旭三西

旭三東

旭二東

阿一西

東
門
地
区

阿倍野地区

第二種市街地再開発事業

阿二西

阿三西

旭一西

旭二西

旭一北

旭町南

旭三西

旭三東

旭二東

阿一西

東
門
地
区

親
朗
会

阿倍野地区

第二種市街地再開発事業

阿二西

阿三西

旭一西

旭二西

旭一北

旭町南

旭三西

旭三東

旭二東

阿一西

東
門
地
区

親
朗
会

阿倍野地区

第二種市街地再開発事業

阿二西

阿三西

旭一西

旭二西

旭一北

旭町南

旭三西

旭三東

旭二東

阿一西

阿倍野地区

第二種市街地再開発事業

親
朗
会

東
門
地
区

・特殊街路

・２箇所の自転車駐車場

旧町会境界

都市計画区域

旧町会名称

都市計画編入区域
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11都市計画決定の変遷



①S53.8.30 ②S55.6.26 ③S57.1.27 ④S57.3.17 ⑤S58.8.30

区域図

施行面積
及び

事業終了
年月日

A1 － － － － － － － － － －
B1 3.4ha (当初) S58.3.31 2.5ha(区域縮小) S58.3.31 2.5ha S60.3.31 2.6ha(区域拡大)S62.3.31 2.6ha S62.3.31
B2 － － － － － － － － － －

C1-1 1.9ha (当初) S58.3.31 1.9ha S58.3.31 1.9ha S62.3.31 1.9ha S62.3.31 1.9ha S62.3.31
C1-2 － － － － 1.9ha (当初) S62.3.31 1.9ha S62.3.31 1.9ha S62.3.31

D － － － － － － － － 2.6ha (当初) H元.3.31

計 計5.3ha － 計4.4ha － 計6.3ha － 計6.4ha － 計9.0ha －
全体事業期間(予定) ～H3（概ね15年程度）

⑥S59.6.11 ⑦S60.5.17 ⑧H3.6.29 ⑨H9.3.28

凡例

区域図

施行面積
及び

事業終了
年月日

A1 5.4ha (当初) H3.3.31 5.4ha H3.3.31 6.1ha(区域拡大) H9.3.31 11.0ha(区域拡大)H21.3.31

B1 2.6ha S62.3.31 2.6ha S62.3.31 2.6ha H8.3.31 2.6ha H13.3.31

B2 － － 5.2ha (当初) H3.3.31 5.2ha H8.3.31 5.2ha H13.3.31

C1-1 1.9ha S62.3.31 1.9ha S62.3.31 1.9ha H5.3.31 1.9ha H15.3.31

C1-2 1.9ha S62.3.31 1.9ha H元.3.31 1.9ha H5.3.31 1.9ha H15.3.31

D 2.6ha H元.3.31 2.6ha H元.3.31 2.6ha H5.3.31 2.6ha H13.3.31

計 計14.4ha － 計19.6ha － 計20.3ha － 計25.2ha －

全体事業期間(予定) ～H8（20年） ～H20（32年）

D

C1-1

C1-2

B1

C1-1

B1

C1-1

C1-2

B1

C1-1

C1-2

B1

B1
D

C1-2

C1-1

A1

C1-1

A1

C1-2

D
B1B2

C1-1

A1

C1-2

B2

D

B1

D

C1-2

C1-1

B1
B2

A1

旧A2

C1-1

B1

12事業計画決定の変遷（区域の拡大のみ抜粋）
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事業計画区域

事業計画編入区域

既事業計画決定区域

新事業計画決定区域



局長

理事、市街地整備本部長
が設置されている場合

局

都市計画担当局へ
(都市計画決定手続き依頼)

市街地整備本部長
(局長級)

理事
(局長級)

所長
(部長級)

事業課

経営課補償課

公聴会等による
住民の意見聴取

原案の作成

阿倍野再開発事務所

《都市計画決定（変更）手続き依頼までの
意思形成・決定の流れ》

案の作成

公告及び案の縦覧

告示

都市計画決定

意見書の提出

公衆に縦覧

都市施設管理者その他政令
で定めるものに協議

(都市施設に関する都市計画)

府(市)
都市計画審議会付議

府知事との協議・同意

府(市)
都市計画審議会答申

市長決裁

《都市計画決定（変更）手続きの流れ》

都市計画担当局
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13都市計画決定（変更）の意思決定過程



理事、市街地整備本部長
が設置されている場合

局

市長

市街地整備本部長
(局長級)

理事
(局長級)

所長
(部長級)

補償課

阿倍野再開発事務所

局長

《買収補償契約締結までの意思形成・決定の流れ》

※7,000万円以上

経営課

土地

権利・所有者調査等

土地明け渡し確認・登記・支払い

大阪市
補償審査委員会
付議・評定

契約締結

所有者等との補償の協議

物件・通損

権利・所有者営業調査

取得価格の決定 補償額の決定

境界確認・土地測量 物件調査

標準価格の決定
（買収路線価）

物件等の評価
補償金算出

画地修正・評価額算出

大阪市
不動産評価
審議会

諮問・答申

《用地取得手続きの流れ》
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14用地買収の意思決定過程
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）
（
億
円
）

総事業費の推移（全体）

工事費（累計）

用地及び補償費（累計）

調査設計費（累計）

工事費（単年度）

用地及び補償費（単年度）

調査設計費（単年度）

工事費

調査設計費
用地及び補償費

15総事業費の推移
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16平成16年包括外部監査における収支不足の要因

要 因
金額

（億円）

①事業長期化により受けたバブル崩壊による影響等

ア．バブルの崩壊による土地価格等の大幅な下落 780

イ．譲受け申出の撤回に伴う利息相当額の負担 100

ウ．事業長期化に伴う借入金金利負担 440

エ．事業長期化に伴う保留床維持管理経費及び保留床価格の改定 160

小 計 1,480

②公共施設の用地買収に伴う超過負担等

ア．道路用地の取得に伴う超過負担等 550

イ．道路等公共施設の暫定整備 20

ウ．仮設建物建設費・再開発住宅の超過負担 50

小 計 620

合 計 2,100
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17起債償還のしくみ
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S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

95.9

41～50 48.8

31～40
該当
なし

26

25 25.2

24

23

22

21

20 20.1

19

18

17

16

15

14

13 13.5

12

11

10

9

8 8

7

6

5

4

3

2

1.5

S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

9.20%8.37%7.27%7.71%8.38%8.67%8.80%8.38%7.93%7.39%6.56%5.43%5.60%5.91%7.79%7.38%5.96%4.83%4.47%3.37%3.06%2.57%2.44%2.33%2.21%1.78%1.92%1.57%1.70%1.62%2.31%2.35%2.28%2.01%1.52%1.50%1.23%1.23%1.18%1.13%

100 98 102 106 116 129 143 153 158 171 187 259 353 473 7701,134 974 709 602 426 304 254 233 209 174 151 136 123 110 106 111 124 138 156 135 130 123 150 171 180

施行面積（ha）

51
～
100

ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ（％）

地区内地価変動
指数　S51=100

施行面積（ha）

③亀戸・大島・小松川（東京都、4,253人、77棟）

⑦白鬚西（東京都、1,892人、35棟）

①阿倍野（大阪市、3,000人、29棟）

②川西能勢口（川西市、2棟）

④宝塚駅前（宝塚市、399人、3棟）

⑤宮ノ前（伊丹市、4棟）

⑧ﾖｺﾊﾏﾎﾟー ﾄｻｲﾄﾞ（横浜市、3棟）

⑨赤羽北（東京都北区、234人、6棟）

⑫新長田駅南（神戸市、2,126人、6棟）

⑭西宮北口（西宮市、1棟）

⑥垂水駅東（神戸市、2棟）

⑲六甲道駅南（神戸市、1,400人、10棟）

⑬駅元町（岡山市、2棟）

㉗新橋虎ノ門（東京港区、942人、3棟）

㉛成田駅東口（成田市、1棟）

㉓北新宿（新宿区、394人、7棟）

㉙大橋（目黒区、2棟）

⑳北仲通南（横浜 機構施行、2棟）

⑰戸塚駅西口第1（横浜市、462人、12棟）

㉑城口（長野県上田市、2棟）

㉒鳴海駅前（愛知県名古屋市、2棟）

㉕尾張瀬戸駅（愛知県瀬戸市、1棟）

㉚寝屋川市駅東（会社、1棟）
㉖柏原駅西口（柏原市、1棟）

⑪垂水駅西（神戸市、1棟）

⑱仁川駅前（宝塚市、3棟）

⑯売布神社駅前（機構、1棟）

⑮三田駅前Aブロック（三田市、2棟）

バブル景気

㉔浦和駅東口駅前（さいたま市、1棟）

⑩千葉駅西口（千葉市、4棟、157人）

㉘新町ﾛｰﾀﾘｰ（嘉手納町、8棟）

阪
神
淡
路
大
震
災

バブル崩壊

8

18全国の第二種市街地再開発事業の実施状況
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阿倍野再開発事業検証有識者会議
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会議の開催経過

日時 議題

第1回
平成28年6月14日（火）
午後1時30分～3時45分

(1)座長及び座長代理の選出について
(2)検証の目的とスケジュールについて
(3)阿倍野再開発事業の経過について
(4)検証項目の整理について

第2回
平成28年9月30日（火）

午前10時00分～午後12時00分

(1)第1回有識者会議の会議要旨及び検証項目の整理の確認
について

(2)検証報告書の構成について

第3回
平成29年1月5日（木）
午後1時30分～3時30分

(1)第2回有識者会議の会議要旨について
(2)検証報告書案について

◎ 角野 幸博 関西学院大学総合政策学部教授
高瀬 久美子 コスモ法律事務所 弁護士
美藤 直人 美藤公認会計士・税理士事務所 所長

（五十音順 敬称略）
◎：座長

委員名簿
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（参考）阿倍野再開発事業有識者会議開催要綱

（目的）

第１条 阿倍野再開発事業検証有識者会議（以下、「会議」という。）は、本市が実施してきた阿倍野再開発事業の整備完了を

迎え、本事業の収支・成果などについて総合的な分析・検証を行うにあたり、外部有識者からアドバイスや意見を聴取するこ

とを目的として開催する。

（会議の委員）

第２条 会議の委員は、再開発または公共事業に関する見識を有する者や、公認会計士、弁護士等の資格を有する者のうちから

市長が委嘱する。

２ 委員の任期は概ね１年以内とし、任期期間中に交代があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

（座長）

第３条 会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 座長は、会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

３ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

（会議の運営）

第４条 会議は、座長が招集する。

２ 座長は、必要に応じて、会議に委員以外の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

（開催期間）

第５条 会議は、概ね１年間開催する。

（庶務）

第６条 会議の庶務は、都市整備局企画部阿倍野再開発課が所管する。

附則

この要領は、平成28年５月９日から施行する。
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座長講評
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阿倍野再開発事業に対して
（特別参与）
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特別参与評価
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